
 
 

 

 

 

  
  

日日頃頃よよりり大大津津市市和和邇邇文文化化セセンンタターーををごご利利用用いいたただだきき、、誠誠ににあありりががととううごござざいいまますす。。  

ささてて、、施施設設使使用用料料ににつついいてて、、令令和和元元年年 1100 月月 11 日日かからら消消費費税税率率のの引引きき上上げげ（（88％％→→1100％％））  

さされれるるここととにに伴伴いい、、下下記記ののととおおりり使使用用料料改改定定をを実実施施ささせせてていいたただだききまますす。。          

ごご利利用用のの皆皆様様ににはは、、ごご理理解解をを賜賜りりまますすよようう宜宜ししくくおお願願いい申申しし上上げげまますす。。  

    ●●  改改定定後後のの使使用用料料がが適適用用さされれるる日日                                              .  

          令令和和元元年年１１００月月１１日日（（火火））かからら  

            ※※たただだしし、、令令和和元元年年１１００月月１１日日以以降降のの使使用用分分ににつついいてて、、令令和和元元年年９９月月３３００日日ままででにに  

使使用用申申込込みみををしし、、基基本本使使用用料料納納付付後後、、許許可可をを受受けけたた場場合合はは、、改改定定前前のの使使用用料料がが適適用用さされれまますす。。  

        使使用用申申込込みみのの受受付付期期間間はは、、使使用用予予定定日日のの 77 ヶヶ月月前前のの月月のの初初日日（（休休館館日日ににああたたるる場場合合ははそそのの翌翌日日））  

かからら 33 週週間間前前ままでででですす。。  

    ●●  改改定定後後のの使使用用料料                                                                                                            .        

室室  名名  使使用用時時間間  時時間間数数  
使使用用者者  

のの区区分分  
現現  行行  

改改定定後後  

令令和和元元年年..１１００..11～～  

ホホーールル  

午午前前９９時時かからら午午後後１１時時ままでで  

午午後後１１時時かからら午午後後 55 時時ままでで  

午午後後５５時時かからら午午後後９９時時ままでで  

各各４４時時間間  

市市民民のの方方  1133,,330000 円円      1133,,554400 円円  

市市民民以以外外のの方方  1199,,995500 円円  2200,,331100 円円  

リリハハーーササルル室室  

市市民民のの方方  11,,003300 円円      11,,005500 円円  

市市民民以以外外のの方方  11,,554400 円円          11,,557700 円円  

会会議議室室  

市市民民のの方方  11,,330000 円円        11,,332200 円円  

市市民民以以外外のの方方  11,,995500 円円        11,,998800 円円  

              

  ※※上上記記表表はは基基本本使使用用料料ののみみでで、、照照明明・・音音響響ななどどのの付付帯帯設設備備使使用用料料はは別別途途必必要要ととななりりまますす  

  ※※ホホーールルのの使使用用ににああたたりり、、入入場場料料等等をを徴徴収収すするる場場合合ののほほかか、、使使用用のの状状況況にによよりり使使用用料料がが変変わわりりまますす。。  

                  詳詳細細はは、、裏裏面面ををごご覧覧くくだだささいい。。  

        ※※使使用用料料改改定定にに伴伴うう算算定定資資料料のの閲閲覧覧をを希希望望さされれるる場場合合はは、、施施設設窓窓口口へへおお申申しし出出くくだだささいい。。  

【【おお問問合合せせ先先】】  

大大津津市市和和邇邇文文化化セセンンタターー  

                                            ℡℡007777--55９９44--88002222  

令和元年１０月１日から消費税率引き上げに伴う 

施施設設使使用用料料のの改改定定ののおお知知ららせせ 


